
引き続きのご案内となりますが、廃棄物を排出する際に交付するマニフェスト伝票につきまして、当社では将来的な全面電子
化を見据え、システムの全面改修を行い、紙マニフェストを使用している既存のお客様に対しましても電子マニフェストへの移行
を順次進めております。

①各地域ごとにご案内文を送付させて頂いた後、登録が完了したお客様から
ログインIDと初期パスワードが記載されている加入証を順次発送致します。

②初期パスワードを本パスワードへ変更する作業をお願いします。

③端末（PC・携帯電話）より回収状況が確認頂けます。
※回収状況の確認方法は右図のマニフェスト情報の照会より可能です。
（メニュー➣マニフェストから➣マニフェスト情報の照会）

詳細な操作方法はJWNETホームページよりご確認頂けます。
https://www.jwnet.or.jp/jwnet/ ℡0800-800-9023

御取引先の皆様へ 令和3年7月 発行

トキワの森 通信トキワの森 通信
第12号 株式会社トキワ薬品化工

皆様との植林活動により、現在3,710本の木が森に植えられました！
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トキワ薬品化工全車両光触媒コーティング実施

トキワ薬品化工では医療機関への出入りをする機会が多数御座います。少しでも菌やウイルス感染のリスクを減らす為、リスク
ヘッジの一つとして全ての運搬車両（キャビン内）に光触媒コーティングを実施致しました。
当社で光触媒コーティングがお申込みいただけます。事前に電子機器の養生などが必要なく単時間で作業が完了致します。
ご用命頂ければご説明に伺います。

今回新たに光触媒コーティングを実施することで
今の時代にふさわしい安心できる車内空間を実
現し、より安全に運搬作業を行います。
◆光触媒コーティングに関するお問合せは当社
営業担当（中水）まで

電子マニフェスト運用開始のお知らせ

電子マニフェスト運用開始までの流れ

https://www.jwnet.or.jp/jwnet/


営業本部の中水です。はじめに、医療の最前線で感染のリスクを負いながら業務に立ち向かわれている皆様へ、心より感謝申し
上げます。
弊社ではより一層、電子マニフェストを推進していきたいと思っております。また、電子化に伴うご相談などもお気軽にご連絡下さい。
今年の夏も厳しい暑さが続くと思われます。水分補給をこまめに取り、お身体に気を付けてお過ごしくださいませ。
24時間回収受付可能なフォームを新設致しましたので是非、ご活用下さい。

回収依頼フォームを開設しました！
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編集後記

許可の更新

機密媒体 処分のご案内マニフェストの法令改定

産業廃棄物の不適切な処理や、処理に関する事故を防止するために施行されたマ
ニフェスト制度ですがどのように法令が改定されてきたのか。今回はマニフェスト制度
の経緯をご紹介致します。

平成5年4月 特別管理産業廃棄物にマニフェストの使用を義務化

平成10年12月 すべての産業廃棄物にマニフェストの使用を義務化、電子マニフェストの制度化

平成13年4月 マニフェストによる最終処分終了報告の確認を義務付け

平成17年10月
マニフェストに関する罰則の強化
（50万円以下の罰金→6ヶ月以下の懲役又は50万以下の罰金）

平成23年4月 紙マニフェストの保存義務の拡大（排出事業者の控え（A票）にも5年間の保存義務）

平成30年4月
マニフェストの虚偽記載等に関する罰則の強化
（6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金→1年以下の懲役又は100万円以下の罰
金）

平成31年4月
情報処理センターへの登録・報告義務の変更
（3日以内【土日祝含む】→3日以内【土日祝日を除く】）

令和2年4月
前々年度の特別管理産業廃棄物（PCB廃棄物を除く）の発生量が50t以上の事業場
を設置する事業者に電子マニフェストの使用を義務化

今では当たり前となっているマニフェスト制度も施行される前は最終処分までの実際
の流れを把握する事は業者ごとに異なり曖昧な状態でした。そうなると不法投棄等を
未然に防ぐには非常に困難になる為、マニフェスト制度が導入されるに至りました。

床清掃のご案内

写真は、床清掃の最終仕上げであるワックスを塗布しているとこ
ろです。写真手前から奥に向かって塗布しているので手前の床に
光沢が出ていることがお分かりだと思います。実はこの作業の前に
ポリッシャーで床を磨いています。
古いワックスの表面に付いた汚れを剥ぎ取り、汚水を完全に除去

した後に上記のワックス塗布を行
っています。
床がピカピカになると部屋の雰囲
気も明るくなります。

ご興味がある方は是非お問い
合わせください！

24時間365日いつでも回収依頼が
できるよう、弊社のホームページ上に
回収依頼フォームを開設しています。

回収依頼フォームにてご依頼頂けたお客様へは、
受け付け完了メールもお送りいたしますので、回収連絡の
漏れも防ぐことができます。
是非今後回収のご依頼を頂く際は、下記フォームをご活用
いただければ幸いです。
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